
七代目新潟県知事 平 山 征 夫 書（１９９２～２００４年）

第４２号

阿賀野川土地改良区

令和7年11月発行

〒959-2032 新潟県阿賀野市学校町3番62号

TEL㈹ 0250(62)2140 / FAX 0250(63)1071

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  information@aganogawa.net

令和7年11月1日現在の状況

組合員数 5,479人

賦課面積 6,284.5ha(田6,074.3ha 畑210.2ha)

ほ場整備事業「中ノ通地区」の向中ノ通工区は元々土地改良区に属することなく、吉田耕地
整理組合（通称：吉田囲）として20㏊の耕地を独自に維持管理してきました。長年、組合長で
あった吉田さんの強いリーダーシップのもと運営してきましたが、ほ場整備事業を実施するた
め平成19年に阿賀野川土地改良区と合併しました。その後、平成29年に経営体育成基盤整備事
業「中ノ通地区」として事業採択を受け令和6年の換地処分までの8年間、総事業費7.1億円を投
入してパイプ用水、パイプ排水、大区画と近代的なほ場に生まれ変わりました。

今回の整備で特筆すべき事は福島潟の浚渫残土を利用して最大78㎝もの盤上げを実現したこ
とです。これにより排水機場の稼働を抑制しながら、
湛水被害を大幅に低減することができました。用水
口、排水口を農道側に配置する事で毎日の水管理が
効率化され、草刈り、浚渫を不要とするかんがい排
水システムは生産コストを大幅に低減させました。
これは価格競争力や収益性の向上をもたらし、担い
手の育成にも大きく寄与するものと考えます。この
ほ場整備は100年先を見通した17㏊一均平区となっ
ていて、どの畦を抜いても更なる区画拡大が容易に
実現出来る構造です。このようなほ場が当区管内全
域に広がり、組合員、所有者、耕作者の希望の光と
なる事を切に願います。
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向寒の候 組合員の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

日頃 当区の運営にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、今年の夏は最も早い梅雨入り梅雨明けとなり、その間も纏まった雨が降らずこれまで

経験したことのない記録的な猛暑となりました。県内において7月の降水量が平年に比べ最も少

なく高温に加え多照となったことから、中山間では山水を水源とする地域で渇水状態となり、

用水の確保に応急ポンプの設置や消雪井戸ポンプを臨時で稼働するなど用水確保に奔走しまし

た。8月に入ると一転して雷を伴う降雨となり排水機場を運転するようなことが連日続きました

が、稲作に影響するような大きな被害はなく安堵しているところでございます。今後も続くと

思われる異常気象に対し、当区としても今一度防災意識を高め災害への備えに対して万全の体

制を整えて参る所存であります。

農林水産省では令和8年度の農業農村整備事業関係予算について、令和7年度比118.3％、

5,281億円の概算要求を行いました。政府は骨太の方針2025において、農業の構造転換や国土強

靭化等を図るための農業農村整備を計画的に推進するとしており、生産性コスト低減に向けた

農地の大区画化、農業水利施設の保全管理等、農業の成長産業化を進めることが挙げられてお

ります。県営・団体営事業等多くの事業に取組んでいる当区としましては、今後も要請活動を

続け、安定した予算確保のために努力していかなければならないものと考えております。

昨年は「令和の米騒動」のきっかけとなった米不足を受け、今年は主食用米の作付けが増加

しました。8月には2025年県産米の仮渡し金が60キロ当たり、一般コシヒカリで3万円が提示さ

れ、25年産米の確保に集荷競争が過熱したことによりその後、追加払いを含めた仮渡し金が3万

3,000円となり過去最高となりました。また、米の作柄を示す作況指数が廃止となり新指標とな

る「作況単収指数」が導入され、9月25日現在の農林水産省北陸農政局の公表では、新潟県は

102、当地域の下越が102となりました。夏の高温、少雨により品質及び収量が心配されました

が、実りの秋となり安堵しております。今年は米価が高い状況でありましたが、生産者からは

先の見通せない不透明感もあることから、来年以降も安定した農業が営まれるよう願っている

ところでございます。

結びに、物価の高騰や人件費の上昇等により、当区の運営に大きく影響していることから、

運営事務費に係る賦課金の増額について理事会で検討し、8月に開催された臨時総代会で総代皆

様からご理解をいただき、令和8年度一般会計予算の編成を進めてまいります。引き続き経費の

削減に努め、事業推進と土地改良区の運営に一層努力していく所存でございます。組合員皆様

のご理解とご協力をお願い申し上げまして挨拶といたします。

ご あ い さ つ

阿賀野川土地改良区

理事長  市 川 英 敏
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1．事業概要

経営体育成基盤整備事業｢中ノ通地区｣竣工

・事業目的  水管理の合理化や大型機械の効率的利用を図り、生産コストの低減と生産
性の高い土地利用型農業の確立を行うとともに、地域の担い手育成に資する
ため、農地の利用集積・集団化を図る。

・工期 平成29年度～令和6年度

・工事内容 工種 施工量 構造

区画整理 21.1㏊ 60ａ(100m×60m)、17㏊一均平区、4㏊一均平区

FP＋揚水機工 2ヶ所 三面Co構造、水中ポンプ4台φ100～250㎜

用水路工 2.9㎞ 塩ビ管φ125～500㎜

排水路工 3.1㎞ 塩ビ管φ200～500㎜、ＨＦ400×300～600×600

農道工 3.6㎞ 有効幅員4.0ｍ～5.0ｍ、砂利舗装

暗渠排水工 20.9㏊ ポリ管＋モミガラ、条間10ｍ～15ｍ

・総事業費 7億1千万円

・関係集落 中ノ通・飯山新・藤屋

・関係農家数 53名

・担い手 1法人、個人担い手9名

・手続関係 手続 年月日 事業費

調査事業採択 H27.11.24 18,000千円

事業採択 H29.4.7 435,000千円

第1回計画変更 R3.6.16 712,600千円

換地処分 R5.8.8 －

登記完了 R5.9.11 －

事業完了 R7.3.31 －

中ノ通工区(17.1㏊) 第8工区(4.0㏊)

第8工区FP

中ノ通工区FP

FP

排水機場

FP

中ノ通

福島潟承水路

段上げ配水槽方式
で電気代が1/3に
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2．施工状況
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区画1次
(H30)

区画2次 (R1)

区画3次(R3)

区画4次(R3)

区画5次(R4)

暗渠1次
(R2)

暗渠2次
(R3)

暗渠3次(R4)

暗渠4次(R5)

区画整理工事

暗渠排水工事

工種 工期 工事名 工事内容 施工業者 工事費（千円）

区
画
整
理

H30.3.14～H31.3.15 第1次・FP工事 A＝4.10㏊、FP
小菅建設興業㈱
㈱北友建設

84,153 

H30.10.22～R2.3.13 第2次・FP工事 A＝9.25㏊、FP ㈱坂詰組 210,698 

R2.6.1～R3.6.18 第3次工事 A＝2.71㏊、排水機 ㈱三浦組 58,322 

R3.3.22～R4.3.24 第4次工事 A＝2.50㏊ ㈱加藤組 80,707 

R3.3.16～R4.3.15 第5次工事 A＝2.57㏊ 横山工業㈱ 45,615 

暗
渠
排
水

R2.8.31～R3.1.15 第1次工事 A＝4.01㏊ ㈲川端商会 9,516 

R3.8.30～R4.3.15 第2次工事 A＝8.45㏊ ㈱加藤組 21,066 

R4.7.4～R5.3.15 第3次工事 A＝2.71㏊ ㈲川端商会 14,157 

R5.3.14～R6.3.22 第4次工事 A＝5.72㏊ ㈲川端商会 38,986 

附
帯

R2.3.6～R2.6.23 第1次工事 敷砂利、保護コン 横山工業㈱ 9,173 

R4.4.11～R4.6.30 第2次工事 整地、畦畔復旧 横山工業㈱ 1,331 

R6.10.2～R7.3.28 第3次工事 整地他 横山工業㈱ 2,340 

R3.10.4～R4.3.29 排水機工事 ポンプ補修 荏原商事㈱ 6,380 

工期等 委託業務名 委託内容 請負業者 業務費（千円）

H29.5.29～H30.8.31 第１次測量設計 ほ場設計 ㈱ナルサワコンサルタント 24,627 

H29.5.29～H29.12.15 第１次地質調査 地質調査 ㈱興和阿賀野営業所 3,392 

H30.3.6～H30.6.29 地盤変動調査 地盤変動影響調査 中央補償鑑定㈱ 6,632 

H30,6,1～H30.6.30 物件調査 家屋調査 中央補償鑑定㈱ 572 

H30.8.13～H30.11.16 地盤変動調査 地盤変動影響調査 ㈱聖測コンサルタント 7,064 

R2.3.6～R2.11.30 資料作成業務 計画変更資料作成 ㈱ナルサワコンサルタント 5,283 

R5.7.19～R6.1.31 農道台帳 農道台帳作成 新潟県土地改良事業団体連合会 2,289 

H29～R5 換地業務 換地関連、一時利用地 新潟県土地改良事業団体連合会 44,758 

H30～R3 移転補償費 電柱等 東北電力㈱等 4,550 
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3.盤上げ工

HWL
+1.70m

計画田面高 +0.86m

福島潟
承水路堤防

農道 農道

現況田面盤上げ盛土

盛土厚
58～78㎝

盛土厚
36～56㎝

盛土厚
14～34㎝

福島潟
掘削土
10万㎥

福島潟掘削土10万㎥を搬入し、最大78㎝の盛土を実施

盤上げにより排水機場の稼働時間が
大幅に削減されました

78㎝

炭カルによる酸性土壌の改良

掘削土搬入

昭和16年製(84年前)のポンプが現役バリバリ

中ノ通
集落
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4．集積集約と農家負担

面積 率

集積 18.5㏊ 87.7%

集約 14.9㏊ 80.5%

中心経営体集積率

促進費
助成割合 集積＋集約

農家負担率
集積 ＋集約

75％未満 0.0 % 0.0 % 10.0 %

75％以上80％未満 5.0 % 8.0 % 2.0 %

80％以上85％未満 5.5 % 8.5 % 1.5 %

85％以上90％未満 5.5 % 9.0 % 1.0 %

90％以上95％未満 5.5 % 9.5 % 0.5 %

95％以上 6.0 % 10.0 % 0.0 %

地区面積 21.3㏊

FP等 0.2㏊

耕地面積 21.1㏊

負担率 農家負担

1.0% 1,735円/年

事業費
農家負担10.0%
（20年償還）

713百万円 17,350円/年

中ノ通

飯山新

一級河川 荒川川
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整備前

整備後

通常負担額(10a当り)

軽減後の負担額(10a当り)

集積・集約により農家負担は大幅に
軽減されました

換地作業は真剣そのものです 1.7㏊の巨大ほ場も誕生しました

1.7㏊ほ場

着色：担い手耕作地

：集約ほ場
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ほ場整備中ノ通地区委員さんに聞きました！

01
ほ場整備中ノ通地区 営農推進委員長

小黑 良秋 さん

02
ほ場整備中ノ通地区 営農推進副委員長

加藤 建夫 さん

ほ場整備を行う上で大変だったことを教えてください。

役員としては、良いほ場にするため、関係者の意見のとりまとめにと

ても苦慮しました。また、事業費が当初の予定より高くなったことは残

念でした。

盤上げにより湛水被害が大きく改善された一方で、表土に福島潟の掘

削土を利用したほ場ではヨシ等の植物が混ざっており、営農面では少し

苦慮しました。

園芸について教えてください。

ほ場整備を行う前から、３棟のハウスでイチジクを栽

培していましたが、ほ場整備後は水管理等が効率化され

農作業に係る時間が短縮されたため９棟に増設しました。

現在は、妻と息子夫婦の４人で、「枡井ドーフィン」

、「ビオレ・ソリエス」の２品種を栽培しています。７月から１０月にかけて、朝の４時頃から収

穫を行いますがハウス栽培は天候に左右されないことから、稲刈り時期でも午前はイチジク、午後

は稲刈りといったことも可能であり、ようやく軌道に乗ってきたと思います。

ほ場整備を行った率直な意見を教えてください。

水管理は楽になりましたし、農道は広くなりました。また、園芸農地を拡大する良いきっかけに

なったと思います。関係各位にはとても感謝しています。ありがとうございました。

ほ場整備を行う上で大変だったことを教えてください。

ほ場整備に係る説明や会議の進め方、事業のスケジュール等

は土地改良区のフォローがあったので、大変だったと思ったこ

とはありません。一方で、同意徴集や土地の現地評価、換地原

案の作成では議論を重ねたことを覚えています。また、毎週の

ように「営農委員会」と「換地委員会」の会議があり、仕事帰

りに夕食も半ばで集落センターへ駈け込んでいたことは良い思

い出となっています。

営農の面では、稲の倒伏には少し参りました。

ほ場整備を行った率直な意見を教えてください。

初めてほ場整備の話があってから、10数年経過していることに驚いています。当時の記憶では、

田んぼの形が良くなるなら「やる気が出るぞ」という思いで、集落もほ場整備を歓迎していました。

中ノ通地区は福島潟の端にあることから「潟端」といわれ、水路は葦に覆われ、農道は狭く軽ト

ラックで通るのもやっとの耕地でした。ほ場整備で用排水路をパイプライン化し、農道は広くとて

も快適になりましたが、広い田んぼはトラクターに乗ると眠たくなるので要注意です。今のところ

ほ場整備を行って悪かったことはありません。

これからも、中ノ通地区の完成したほ場で「美味しい米」を集落の皆さんと協力して作っていき

たいと思います。

5．営農

良秋さんのお父さんが描いた
中ノ通地区原風景絵画と一緒に
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6．事業推進の経過
年
度

日付
議 題 ・ 内 容

推進委員会 検討会・工事説明会 営農委員会 工事委員会 換地委員会

Ｈ
25
年

9月24日 ほ場整備検討会

12月16～17日 ほ場整備検討会

2月10日 第1回 計画説明会

Ｈ
26
年

6月20日 第1回 規約

8月7日 第2回 営農ｱﾝｹｰﾄ

8月20～21日 第2回 整備の必要性

10月23日 第3回 農家負担

11月4～5日 第3回 仮同意徴集

Ｈ
27
年

6月11日 第4回 農振変更

6月22～23日 第4回 促進費

8月19日 第5回 営農委員

10月15日 第1回 集積集約ﾌﾟﾗﾝ

1月26日 担い手営農検討会

Ｈ
28
年

5月16日 第6回 CVM 第2回 営農ﾌﾟﾗﾝ

5月30～31日 第5回 集積集約ﾌﾟﾗﾝ

10月3日 第7回 本同意徴集

10月13～18日 第6回 本同意徴集

1月30日 第8回 換地ｱﾝｹｰﾄ

2月14日 第7回 換地ｱﾝｹｰﾄ

Ｈ
29
年

6月13日 第1回 規約役員選任 第1回 規約役員選任

6月21日 第2回 換地ｱﾝｹｰﾄ結果
6月29日 第3回 設計評価基準
7月6日 第4回 評価基準
7月24～25日 換地基準説明会

9月4日 第2回 整備計画（案）

10月29日 第5回 現地評価

11月29日 第3回 遺跡調査 第6回 現地評価結果
12月14～15日 現地評価結果説明会

12月19日 第7回 不換地増歩調整
1月25日 第3回 集落営農 第8回 換地ブロック
2月4日 第9回 換地選定
2月16日 第4回 互助加入申込 第10回 換地選定結果
2月26～27日 換地原案説明会

3月26日 家屋調査説明会

Ｈ
30
年

5月21日 第4回 用水計画修正 第11回 換地計画修正
6月6日 第1回 H30工事

8月28日 家屋調査説明会

9月27日10月6日 第2回 H30工事

11月1日 第5回 盤上計画

1月29日 第5回 R1互助 第6回 H31工事 第12回 一時利用地

Ｒ
元
年

4月14日 H30ほ場引渡し
7月1日 第7回 盤上計画

7月9日 第3回 R1面工事
10月27日 第8回 R1ほ場確認
2月4日 第6回 R2互助 第13回 一時利用地

Ｒ
2
年

6月25日 第9回 R2面、暗渠工事
7月9日 第4回 R2面工事
8月11日 第9回 計画変更
8月23～25日 第8回 計変同意徴集

10月14日 第5回 R2面、暗渠工事

10月21日 第10回 R1補修要望
1月20日 第7回 R3互助 第14回 一時利用地

Ｒ
3
年

4月19日 第11回 R2ほ場確認
5月24日 第12回 R3面、暗渠工事
5月27日 第6回 R3面工事(配布)
6月2日 排水路法面維持管理
10月7日 第13回 R3暗渠工事 第15回 確定測量
10月26～27日 第7回 R3暗渠工事
11月2日 第14回 R3ほ場確認
11月30日 第16回 一時利用地
2月7日 第8回 R4互助

Ｒ
4
年

7月25日 第15回 R4暗渠工事 第17回 換地土地評価
8月18日 換地説明会
8月31日 第8回 R4暗渠工事

12月6日 第18回 換地清算金
1月16～17日 換地計画説明会
2月23日 第9回 集積集約
3月9日～10日 R5土改費調整説明会

Ｒ
5
年

7月19日 第10回 新賃借料 第16回 R5暗渠工事 換地処分の通知
8月2日 第9回 R5暗渠工事
2月20日 第11回 促進費申請 第17回 完了整備
R7年2月4日 第12回 促進費申請



阿賀野川土地改良区だより (9)

５月～９月の天候ふり返り

令和７年用水シーズンふり返り

今年も天候に翻弄され、「雨はいつ降るのか」、「雨はいつ止むのか」と空を見
上げる日が多いシーズンとなりました。特に７月は全国的に高温の日が続き、最高
気温を更新する地点も多くありました。当区管内では７月の降雨が２日間のみで観
測雨量は５㎜程度となり、山水区域では７月中旬から番水や消雪井戸の利用、少な
い渓流水をポンプで汲み上げるなど、関係者と協力し渇水対策を実施いたしました
が、水源を確保できず、稲の立ち枯れが発生した圃場もありました。
阿賀用水においては阿賀野川の水量も心配されましたが取水制限など無く、水利

権の規定量で通水することが出来ました。出穂期の取水が多くなる時期には巡回強
化と事前に揚水ポンプの運転時間を延長するなどの対応を行いました。
災害級の高温・渇水を組合員、耕作者皆さまのご理解とご協力により乗り越え

シーズンを終えることができ、誠にありがとうございました。
今後も施設の維持と公平な用水配分に努めてまいりますので、皆さまのご理解と

ご協力をお願いいたします。

高温・渇水対策の対応

渓流水が枯渇し田に地割れ
（出穂期に稲の立ち枯れが発生）

真夏に消雪用井戸を緊急利用

令和７年の高温・渇水対策については、全国的な高温少雨
の気象となり渇水が想定されたことから、国と県は早くから
状況把握に努め、当区も現地の情報を積極的に伝えておりま
した。
当区が対応した渇水対策の費用については、関係工区・地

区の維持管理費を充当することになりましたが、国の特別支
援事業を活用し、５０％負担となるよう補助金申請をしてお
ります。また、今後も想定される渇水対策については総代並
びに地元関係者と検討してまいりますので、ご理解、ご協力
をお願いいたします。

地元関係者と操作の確認

管理者の阿賀野市建設課から現地
対応にご協力いただきました。

貴重な水を用水路にポンプアップ

13日 9日 9日 14日 8日 8日 23日 6日 2日 18日 4日 9日 9日 9日 12日

新潟地方気象台観測データ（降水量：瓢湖　気温：新津）を参考にしています

月間降水量 94㎜
（前年降水量115㎜）
(平年降水量 91㎜)

月間降水量 89㎜
（前年降水量 46㎜）
(平年降水量124㎜)

月間降水量  5㎜
（前年降水量350㎜）
(平年降水量226㎜)

月間降水量315㎜
（前年降水量100㎜）
(平年降水量160㎜)

月間降水量254㎜
（前年降水量250㎜）
(平年降水量148㎜)

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

用水の通水は毎年4 /2 1
から。

梅雨入りは
6 /1 0 で平年並み。

   　　　梅雨明けは平年
よリ5 日早い7 /1 0 。

通水最終日は水利権で
9 /1 0 迄。

4 月前半は雨の日が多く
春耕作業は遅れぎみ、代
掻き用水は今年も2 日目
で通水量M A X 。

中干時期のまとまった雨
で、用水管理は安定、気
温は真夏の暑さ。

災害級の少雨となり山水
が渇水、用水確保に奮闘
した月に。

高温・渇水対応を継続。
お盆前から待望の雨が降
り、一転排水対応へ。

早生刈りは熱中症対策が
必要な暑さ、その後は昨
年と同様に雨の多い月
に。

代掻き期 4/21～5/31

（阿賀用水 29.6t/s）

分げつ期 6/1～7/10

（阿賀用水 26.7t/s）

出穂期 7/11～8/31

（阿賀用水 30.6t/s）

登熟期 9/1～9/10

（阿賀用水 24.3t/s）



阿賀野川土地改良区だより（10）

総代会よりご報告 総代会とは、阿賀野川土地改良区の運営を決定する
最高議決機関です

第48回臨時総代会を開催

令和7年8月20日、阿賀野市農業総合管理センターにお

いて、第48回臨時総代会が開催されました。

議長には水原地区の加藤政彦総代が選任され、議件内

容としては令和6年度決算のほか、換地業務受託費の確

定に伴う予算の補正等について慎重審議した結果、全議

案原案どおり承認ならびに議決されました。

また、近年の物価やエネルギーコストの高騰、人件費

の高騰などにより現行の運営事務費賦課金の維持が困難

な状況となっていることから、運営事務費賦課金の令和

8年度改定について提案し、総代各位より頂いた様々な

ご意見やご質問を踏まえ、今回の広報で周知することに

ついてご承諾を頂きました。

▲ 議長 加藤政彦総代

出席者数 102名中、97名出席 出 席 率 95.0％（※定員108名、現在総数102名、欠員6名）

議決事項は以下のとおりです。

議第 1号 新規土地改良事業計画の議定について（農業経営高度化支援事業 焼山地区）

議第 2号 令和７年度 京ヶ瀬地区特別会計収支予算補正理事会専決の承認について（焼山地区）

議第 3号 令和７年度 南部地区特別会計収支予算補正理事会専決の承認について（開田工区）

議第 4号 令和７年度 ほ場整備地区特別会計収支予算補正理事会専決の承認について（月崎地区）

議第 5号 令和７年度 一般会計収支予算補正について

議第 6号 令和７年度 ほ場整備地区特別会計収支予算補正について（滝沢地区、勝屋地区）

認第 1号～認第 7号

令和６年度 収支決算について

認第 8号 令和６年度 財務諸表について

認第 9号 令和６年度 事業報告について

認第10号 令和６年度 財産目録について

報第 1号 監査報告書

▲ 第48回臨時総代会の様子

▲ 前田弘一総代

▼ 熱心に質問する総代各位

▲ 菊地均総代 ▲ 山﨑文廣総代 ▲ 遠藤博総代 ▲ 滝沢正人総代
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令和６年度 決 算 報 告
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組合員の皆さまへ

運営事務費賦課金の改定について（お願い）

当土地改良区は、平成15年の合併（北蒲原郡南部土地改良区と新江土地改良区が合併）以来、

運営事務費賦課金 10ａ当り 田 3,800円、畑 760円 を22年間据え置いて参りました。

これまで、業務の効率化や経費節減などの合理化に取り組み、また、賦課金以外の収入として、

ほ場整備事業の換地業務受託や、多面的機能支払交付金事業の事務局業務受託等に積極的に取り

組み、組合員皆さまの負担軽減を図って参りましたが、近年の物価やエネルギーコストの高騰、

人件費の高騰などにより運営事務費は年々上昇しており、現行の運営事務費賦課金の維持が困難

な状況となっております。

また、収入不足を補うため積立金を取り崩しながら運営して参りましたが、積立金も先が見え

てきた状況です。積立金は、災害など不測の事態や、予定外の支出および予算を超過した支出へ

対応するための備えであり、運営を安定させる重要な財源です。当区事務所も昭和46年の建設か

ら54年が経過し、リフォームや修繕を繰り返してきましたが、耐震構造ではない事から、いつか

は建て替えの時期を迎えますので、一定の資金準備も必要となって参ります。

つきましては、農業情勢が厳しい中誠に恐縮ではございますが、令和8年度より下記のとおり

運営事務費賦課金を改定させて頂きたくお願い申し上げます。

世界的に物価や人件費等の高騰が続いており、先行き不透明ではありますが、今後も地域農業

の維持・発展のための土地改良事業推進と、経費の節減を図りながら適正な土地改良区運営に努

めて参りますので、何卒諸般の事情をご賢察の上、ご理解賜りますよう謹んでお願い申し上げま

す。

〇運営事務費賦課金の改定（10ａ当り賦課単価）

平成15年度～

令和７年度（令和8年3月31日）まで

田 3,800円

畑 760円

令和８年度（令和8年4月1日）より

田 4,300円（500円増）

畑 860円（100円増）

※徴収期日：毎年7月、10月（半分ずつ）

〇運営事務費とは
土地改良区事務所を運営するための経費で、役員・総代報酬、職員の

人件費、事務所の光熱水費、備品・消耗品費等にあてられています。

※土地改良区の運営費に対する国・県・市の補助金はありません。

〇業務受託費とは
ほ場整備事業の換地業務（換地計画作成等）や、多面的機能支払交付金事

務局業務（活動組織の書類確認等）、砂利採取事業業務（地元調整・現地調

査等）等の受託費用で、これを積極的に取り組み、組合員の負担軽減を図っ

ております。近年では毎年5,000万円～6,000万円ほどの収入を得ております

が、運営費の上昇に追いつかないのが現状です。（次頁グラフ参照）
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〇物価高の背景
近年の物価高を振り返ってみますと、令和2年以降、新型コロナウイルスの感染拡大による世

界的な経済の混乱から始まり、令和4年からはロシアのウクライナ侵攻によるエネルギーや食料

価格の高騰、急激な円安で輸入コストが増加したことによる物価上昇、そして労働力不足や人件

費の上昇も物価上昇の要因となって、物価高騰が加速していきました。

世界的なインフレや紛争など様々な要因によって世界情勢の不安定が続く中、物価の動向は先

行き不透明であり、将来的に予測することは大変難しい状況です。

〇運営事務費積立金の推移
収入の不足分を補うため、積立を取

り崩しながら土地改良区運営を行って

参りましたが、平成30年度をピークに

減少の一途をたどっており、先が見え

てきている状況となっております。

積立金は7年間で△7,500万円

2億3,100万円

1億5,600万円

H25 R5H30 R7R6

(千円)

農地転用決済金
積立金

財政調整基金
積立金

〇土地改良区運営費の推移
当土地改良区の運営費予算は、概ね3億円規模となっております。

令和7年では運営費の約7割が職員の人件費（給料・手当・社会保険料等）であり、大きなウエ

イトを占めています。新潟県の最低賃金は、平成25年当時701円でしたが、令和3年に859円まで

上昇し、令和7年には1,050円まで急上昇しました。このようなことから当区の人件費は増大する

業務量に見合う人員の補充を含め、平成25年～令和7年の13年間で8,500万円上昇しています。

予備費は、予定外の支出および予算を超過した支出へ対応するために重要な財源ですが、収入

不足のため年々減少傾向が続いています。

(千円)

収入 支出
H25

収入 支出
H30

収入 支出
R5

収入 支出
R6

収入 支出
R7

収入 支出

R8（見込み）

賦課金（田）を500円増額
した場合、3,000万円収
入増が見込まれます。

82,206

208,298

19,441

平成25年は予備費
が5,000万円以上
ありました

105,457

54,437

人件費 48.4％
1億5,000万円
（職員25名）

150,051
46,036

31,525

208,174

15,000

△1,500万円
取崩し

17,108

100,569

183,058

人件費 60.8％
1億8,300万円
（職員30名）

50,917

233,334

35,653

15,455

87,039

217,410

人件費 67.9％
2億1,700万円
（職員33名）

25,530

25,175

60,390

230,944

△2,500万円
取崩し

14,841

116,668

210,530

人件費 61.5％
2億1,000万円
（職員32名）

10,000

33,799

230,846

58,543

△1,000万円
取崩し

7,717

89,841

235,630

人件費 70.7％
2億3,500万円
（職員34名）

予備費700万円
(昨年の半分)

53,646

261,220

30,000

賦課金収入
2億6,000万円

不足分は業務受託
費5,300万円(予定)
で補います

18,840

88,246

237,780

予備費1,800万円
まで回復見込み

賦課金収入 繰越金 積立金取崩

運営事務費（人件費以外） 予備費職員人件費（給料・手当・社会保険料）

収入

支出

業務受託費（賦課金以外の収入）

〇他の土地改良区の動向
県内や近隣の土地改良区では、10ａ当り 田 1,000円～2,000円ほど賦課金の値上げに踏み切っ

ており、抱える問題は共通しています。

〇更なる経費節減に向けて
電子化によるペーパーレス化などのコスト削減や自動化による人件費の削減、電子メールや口

座振替の領収証廃止等による郵便代の節約、消耗品・備品の節約などは既に取り組んでおります

が、今後も一層合理化を目指して経費節減の徹底を図って参ります。また、総代定数（定員108

名）についても令和9年3月任期満了に向け、定数削減について検討を進めて参ります。

R1 笹岡土地改良区
吸収合併 賦課金収入
2億円→2億3,000万円
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FAX：0250-63-1071 E-mail：
information@aganogawa.net

ホームページをご利用ください
組合員の変更届など各種手続き様式や、お知らせ等を公開しております。

阿賀野川土地改良区 検索

なお、担当課がわからない場合は、代表電話番号 0250-62-2140 までお気軽にお問い合わせください。

工務第一課
☎（0250）

25-7385

工務第二課
☎（0250）

25-7387

●ほ場整備事業に関すること
●国県営事業（湛水防除、
排特）に関すること

●用水・排水・農道に関する
こと

●土地改良施設の維持管理
に関すること

●国県営事業（付帯県営）
に関すること

財務課
☎（0250）

25-7351

●賦課金や徴収に関すること
●滞納整理に関すること
●会計、金銭出納に関する
こと

●決算及び財務状況に関する
こと

●組合員の変更に関すること
●農地の権利異動に関する
こと

●土地改良施設（道水路等）
の使用に関すること

●境界立会に関すること

管理課
☎（0250）

25-7358

●予算に関すること ●有償江ざらいに関すること
●事務所管理に関すること ●その他
●入札や契約に関すること
●定款、規約等に関すること
●多面的機能支払交付金事業に関すること

総務課(代表)
☎（0250）

62-2140

土地改良区からのお願い

各課へのお問い合わせについて

・用水路や排水路等への油流出事故に注意しましょう！

・組合員の変更手続きをお忘れなく！

次のような場合があったら、必ず土地改良区で手続きしてください。

土地改良区の土地台帳は、組合員皆様からの届出により変

更されます。

公共機関（農業委員会・法務局など）に農地の転用や売買

など異動の手続きを行なっても、直接土地改良区へ届出しな

ければ変更はできません。

届出がない場合は、今までどおり賦課金を負担する事とな

りますので、ご注意下さい。

ご不明な点は、管理課までお問い合わせください。

〈電話 0250-25-7358〉

(1)組合員の死亡

(2)組合員の住所変更

(3)農業者年金の受給による

経営移譲

(4)農地の売買や交換

(5)生前一括贈与

暖房の利用が増える冬期は、家庭のホームタンクか

ら灯油が漏れ出す油流出事故が増加します。油流出事

故は、重大な環境汚染を引き起こし、対策費用や損害

賠償請求が行われる場合があります。給油中はその場

を離れず、給油後はバルブの緩み、締め忘れのないよ

うご注意ください。
新潟県啓発ステッカー


